
資料１ 

 

平成 30 年度「いばらき観光マイスター」関連事業について 

 

（１）観光マイスター研修会 

   ・ 講演会を含め，複数回開催予定。 
     
（２）観光マイスターに関する情報発信 

   ・ 観光マイスターポータルサイト（観光いばらきＨＰ）やメールマガジンに

おいて，随時，観光マイスターに関する情報発信を行う。 

 
（３）メディア対応 
   ・ ラジオやケーブルテレビ等において，観光マイスターに茨城県の魅力をＰ

Ｒしていただく。（例：ケーブルテレビＪＷＡＹ） 

 
（４）「おもてなし講座」の講師 

   ・ 一般県民を対象とした「おもてなし」等に関する講座（研修会）において，

観光マイスターに講師となっていただき，各々の得意分野に応じた講義を実

施していただく。（15 回程度） 

 

（５）講師派遣 

   ・ 学校など各種団体が主催する講演会や講座等において，講師を務めていた 
だく。（５回程度） 

 
（６）国体との連携 

   ・ 国体ボランティア用のガイドブック作成 等 

 
 


